
 

 

新型コロナウイルスワクチンについては、さまざま情報や意見が飛び交っています。 

本プロジェクトでは、学生の皆さんが接種について判断をするために役に立つ、 

信頼できる情報やホームページをとりまとめて発信していきます。 
 

 

現在、日本で薬事承認され、接種が開始されている新型コロナウイルスワクチンは、 

・ファイザー社製（コミナティ筋注）  

・モデルナ社製（コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン）  

の２種類です。いずれも臨床試験で新型コロナウイルス感染症の発症を予防する効果が検証されています。 

詳しくは、「感染症専門医が解説！ 分かってきたワクチンの効果と副反応」（厚生労働省）をご覧ください。 

 

 

このワクチン接種は、予防接種法に基づき、皆さんの住所地の（住民票がある）市町村が実施主体となって

実施されています。全額公費（無料）で受けることができます。皆さんの住所地の市町村から接種券が届きま

すので、接種券に同封されている説明を読んだうえで、住所地の市町村のホームページを参考にして接種方法

を選んでください。個別接種や集団接種など様々な方法があるので自分に合った接種方法を選び、予約してく

ださい。持病のある方は、必ず主治医に相談しましょう。 

① 住所地のお近くの医療機関での「個別接種」 

各医療機関がワクチン接種を行っているかどうかは、市町村のホームページ等でご確認ください。持病が

ある方や遠方に下宿している場合は、住民票のある市町村以外で接種可能となる場合がありますので、必

要に応じて市町村に問い合わせてみましょう。接種には、市町村から送付される「接種券」が必要です。 

② 住所地での「集団接種」 

接種時期、場所、予約方法等については、市町村のホームページ等でご確認ください。接種には、市町村

から送付される「接種券」が必要です。 

③ 住所地の自治体（都道府県）の「大規模接種」 

大規模接種会場を設置している都道府県があります。対象者、接種会場、予約方法などについての最新情

報は、市町村や都道府県のホームページでご確認ください。接種には、市町村から送付される「接種券」

が必要です。 

▶▶大阪府 大規模集団接種 

▶▶京都府 大規模集団接種 

▶▶兵庫県 大規模接種 

④ 国が設置する「大規模接種」会場 

防衛省が運営している自衛隊の大規模接種センターです。18 歳以上で、接種券をお持ちであれば、居住

地域に関わらず接種することが可能です。接種には、市町村から送付される「接種券」が必要です。 

▶▶自衛隊大規模接種センター 

新型コロナウイルスワクチン接種について 
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1．ワクチンについて 

２．ワクチンを接種する方法について 

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/column/0001.html
https://osaka-mvc.com/
https://www.pref.kyoto.jp/vaccine/kyoto-daikibo.html#sessyuyoyakutaisyousya
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/daikibosessyu.html
https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/2020/covid/center.html


⑤ 本人のアルバイト先やご家族の勤務先等の「職域接種」 

ご自身のアルバイト先やご家族の勤務先の企業等で実施されている職域接種で接種ができる場合は、接種

券が届いてなくても接種することが可能です。 

⑥ 医療従事者枠による接種 

国の方針に従い、畿央大学では医療機関の病棟で実習する学生等が接種を受けさせていただいています。 

 

 

ワクチン接種に関しては、様々な根拠のない情報が拡散されています。特に不妊症や流産等妊娠に関する不

安を煽る情報を見ることが多く、不安に感じておられる方もいらっしゃると思います。そのような情報に惑わ

されることなく、自らの意思で判断しましょう。 

▶▶ファクトチェック・イニシアティブ「新型コロナウイルス特設サイト」 

※ファクトチェックの推進・普及を目指す NPO法人である「ファクトチェック・イニシアティブ」は、総務省 

（令和 2年版情報通信白書）で紹介されています。その他，厚生労働省の Q&Aなども参考にしてください。 

 

 

 

★畿央大学ではワクチン接種を受けやすい環境整備として、学生がワクチン接種する場合、及び接種による

副反応の場合は公欠、教職員が接種する場合、及び接種による副反応の場合は、特別休暇を取得すること

ができます。 

 

★ワクチン接種は強制されるものではなく、あくまでも個人の自由意思に基づき接種を受けるものです。 

疑問や不安があれば、信頼できる情報を参照して納得してから接種を受けてください。また、周りの方に

接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをしたりすることのないようにお願いします。 

 

★ワクチン接種後も、基本的な感染予防対策を継続してください。 

（マスクの着用、密集・密接・密閉の回避、手洗いや咳エチケット等） 

 

★予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが生ずることがあります。予防接種との因果関係が

認定されると、予防接種法に基づき補償の対象となりますので、お住まいの市町村にご相談ください。 

（認定にあたっては、因果関係に係る審査が行われます。） 

 

★詳しい情報は、以下のサイトを参照してください。 

▶▶新型コロナワクチン Q&A（厚生労働省） 

▶▶新型コロナワクチンの有効性・安全性について（厚生労働省） 

▶▶新型コロナワクチンについて（首相官邸） 

▶▶予防接種健康被害救済制度（厚生労働省） 

 

―畿央大学ワクチン接種推進プロジェクト事務局― 

３．情報の収集について 

４．さいごに 

https://fij.info/coronavirus-feature
https://fij.info/coronavirus-feature
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/

